
株式会社嶺南ケーブルネットワーク 同軸ケーブルテレビサービス契約約款 

 

第１章 総則  

（約款の適用） 

第１条 株式会社嶺南ケーブルネットワーク（以下「当社」という。）は放送法の法令に従 

い、当社が行うケーブルテレビサービス（以下「サービス」という。）を契約者に 

提供するものとする。 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を総務大臣に届け出た上で改正することがある。この場合、当社 

から契約者に対し改正事項を通知したときは、契約者は改正事項を承認したもの 

とする。なお、最新の約款は当社ホームページにて公開する。 

 

第２章 契約 

（契約の単位） 

第３条 加入契約は、一般世帯と法人等に区分しそれぞれに契約を締結するものとする。 

２   一般世帯契約は、独立して同一の住居および生計を共にする者の集まり、又は単身

者ごとに行う。 

３   法人等は、企業、公共施設、店舗等、一般世帯以外のものとする。 

（契約の成立） 

第４条 加入契約は、加入者がこの約款を承認のうえ加入申込書に記入し、当社がこれを承 

諾したときに成立するものとする。ただし次の各項に該当する場合、当社は違約の 

責めを負うことなく承諾を取り消すことができることとする。 

（１） 引込線等の設備を設置し保守することが技術上または経営上著しく困難な場合。 

（２） 加入申込者が本契約上課せられる諸料金等の支払を現に怠り、または怠るおそれ 

    があると認められる場合。 

（３） 申込内容に虚偽の記載があった場合。 

（４） 加入申込者が本契約に違反するおそれがあると認められる場合。 

（５） 当社が定める料金等の支払い方法に、加入申込者が従わない場合。 

（６） 加入申込者が当社のサービスを受けたことがあり、その契約約款に違反したこと 

    がある場合。 

（初期契約解除制度） 

第５条 契約者は、当社から「ご契約内容のお知らせ」書面を受領した日から起算して８日 

を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができるものとする。 

２   本条に定める方法による契約の解除の効力は、当社に対し前項の書面を発したと 

きに生じることとする。 

３   本条に定める方法により本契約が解除された場合、契約者は、損害賠償もしくは違



約金その他の金銭等を請求されないものとする。ただし、本契約の解除までの期間

において提供を受けたサービスの利用料、事務手数料および既に工事が実施され

た場合の工事費は請求されるものとする。 

４   前項の請求額は「ご契約内容のお知らせ」に記載された金額になるものとする。な 

お、特典供与による工事費等の免除は無効となることとする。 

５   本条に定める初期契約解除制度について、当社が不実のことを告げたことにより、 

契約者が契約時に告げられた内容が事実であると誤認した場合、「ご契約内容のお 

知らせ」を受領した日から起算して８日を経過するまでの間であれば本契約を解 

除することができるものとする。 

（設備および費用等） 

第６条 サービスの提供に必要な設備の工事および保守、並びに第１０条に規定する移転 

    に伴う工事は、当社またはその指定する業者（以下「指定業者」という。）が行う 

    ものとする。 

２   当社は、タップオフまでの設備（以下「当社設備」という。）を整え、これに対す

る費用を負担するものとする。ただし一般世帯以外の契約の場合、当社設備であっ

ても、当社は契約者に対し費用の全額または一部を求めることができるものとす

る。 

３   契約者は、当社設備以降の設備（当社が貸与するセットトップボックス（以下「Ｓ

ＴＢ」という。）を除く。以下「契約者設備」という。）を備え、これに要する費用

（以下「引込宅内工事費」という。）を負担するものとする。 

４   契約者は、当社の指定する方法により別表に定める引込工事費を支払うものとす

る。 

（設備の故障等に伴う責任負担） 

第７条 サービスの提供に異常が生じた場合、当社はこれを調査し必要な処置を講じるも 

のとする。ただし、異常が契約者の所有するＳＴＢまたは契約者設備に起因する場 

合は、修復に要する費用は契約者が負担するものとする。 

２    当社が貸与するＳＴＢが故障した場合は、当社が無償で修理、交換、その他必要な

処置を講じるものとする。ただし、付属のリモコンは消耗品とみなし、保障期間後

に故障した場合は契約者の実費負担とする。なお、保障期間は貸与開始後１年とす

る。 

３    契約者は、故意または過失によって当社設備または当社の貸与するＳＴＢに故障、

破損、滅失等を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとする。 

４    第３項に規定する故障、破損、滅失により当社が損害を被った場合は、当社は契約

者に対し、損害賠償を請求することができる。 

５    当社が貸与する STB の型式は、当社が決定し、当社が特に必要と認める場合を除

き、契約者は交換を求めることはできないものとする。 



６    当社が必要に応じて STB バージョンアップを行う場合、契約者はこれに同意する

ものとする。 

（利用制限） 

第８条 当社は、当社設備の維持管理の必要上または天災地変等により、サービスの一時中 

断、またはサービス内容の変更を行うことがある。この場合、事前に契約者にその 

旨を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。 

（免責事項） 

第９条 当社は、前条の規定による役務の一時中断もしくは内容の変更、または天災地変そ 

の他当社の責に帰さない事由により、サービスの提供を中断した場合には、その損 

害の賠償には応じないものとする。 

２   加入契約の解約時や故障等での交換時、当社は契約者に通知なく、録画機能付き 

ＳＴＢ等の貸与機器に録画された番組データおよび個人情報を消去できるものと

し、契約者はこれを了解するものとする。 

３   録画機能付きＳＴＢ等の貸与機器の故障・不具合・誤操作、その他の理由により、

放送番組が正常に録画または再生できなかった場合、当社は一切の補償責任を負

わないものとする。また、録画機能付きＳＴＢ等の貸与機器の故障・不具合・その

他の理由による修理および機器交換に際しての録画番組の損失に関しても、当社

は一切責任を負わないものとする。 

（サービスの利用の一時停止および再開） 

第１０条 契約者は、当社のサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、 

その期間を定めて１０日前までに当社にその旨を申し出るものとする。また、申 

し出た期間の変更を希望する場合も同様とする。サービス停止を申し出た期間 

もしくは本条第４項に定める期間が終了した場合は、自動的に一時停止は終了 

しサービス提供が再開されるものとする。 

２     一時停止は、契約者の申し出があった翌月の初日に行うものとする。なお、停止

した日の属する月の料金の日割り精算はしないものとする。 

３      再開は、契約者が指定する日に行うものとする。なお、再開する日の属する月の

料金の日割り精算はしないものとする。 

４     一時停止の期間は、最長１２ヶ月間とする。 

５     一時停止およびその再開の手数料は、別表に定める金額を請求する。 

（契約者回線の移転） 

第１１条 契約者は、次の場合に限り引込線および機器等の設置場所を変更することがで 

きる。この場合、移転する１０日前までに当社に届け出るものとする。 

（１）  変更先が、同一敷地内の場合。 

（２）  変更先が、当社サービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合。 

２     前項の規定による移転に要する費用は、契約者の負担とする。  



（名義の変更） 

第１２条 次の各号のいずれかの理由により契約者の名義を変更する場合は、遅滞なく当 

社に申し出て承諾を得るものとする。 

（１）  相続する場合。 

（２）  その他、当社が必要と認める場合。 

（加入契約記載事項の変更） 

第１３条 契約者は、加入申込書に記載した内容を変更しようとする場合は、速やかに加入 

申込書の変更を当社に届け出るものとする。 

（契約者が行う契約の解除） 

第１４条 契約者は、自己の都合によって契約を解除しようとするときは、解除を希望する 

１０日前までに、当社が定めるサービス取扱所または当社所定の方法により申 

し出するものとする。 

２     契約者は、契約を解除しようとする場合は、当社から貸与したＳＴＢおよびＢＳ

デジタル放送用カード（以下「Ｂ－ＣＡＳカード」という）デジタル放送用ＩＣ

カード（以下「Ｃ－ＣＡＳカード」という）を返却するものとする。なお、当社

は、契約者が当社の指定する方法および期日までに返却がない場合は、それぞれ

の損害金を請求するものとする。 

３     契約者は、契約を解除しようとする場合は、別表に定める料金を精算するものと

する。この場合において、利用料および使用料は契約を解除する日まで支払うも

のとする。ただし、特別有料チャンネル等当社が定める一部の利用料および使用

料は日割り精算をしないものとする。 

４     前項の規定により返還する利用料および使用料には利子を付さない。 

５     契約を解除した後においても、解除前に生じた契約者の保証責任および負うべ

き義務は失効しないものとする。 

（当社が行う契約の解除） 

第１５条 当社は、契約者が別表に定める料金の支払遅延等この契約に違反する行為があ 

ると認められる場合は、契約者にその旨を通告し、サービスの提供の停止または 

加入契約を解除することができる。 

２     支払遅延によるサービス停止の場合、再開にかかる手数料は契約者の負担とす

る。 

３    当社が第１項に係る加入契約の解除を行い、契約者が当社の指定する方法およ

び期日までに当社から貸与したＳＴＢおよびＢ－ＣＡＳカード、Ｃ－ＣＡＳカ

ードの返却がない場合は、それぞれの損害金を請求するものとする。 

 

 

 



第３章 料金等 

（加入金） 

第１６条 契約者は、契約成立後、当社の指定する方法により別表に定める加入金を支払う 

ものとする。 

２      契約者が、契約を解除した場合、理由の如何を問わず加入金は返却しないものと 

する。 

 

（利用料） 

第１７条 契約者は、ケーブルテレビサービスの提供を開始した日（サービス提供に必要な 

施設の工事、機器の提供が必要な場合は、その提供を開始した日）から、別表に 

定める利用料を支払うものとする。また、特別有料チャンネルについては、契約 

者が別途契約を行いサービス開始する月から別に定める利用料を支払うものと 

する。 

２      利用料は、当社が別に定める支払日に、毎月支払うものとする。ただし当社が認

めた場合に限り利用料は６ヶ月分、１ヶ年分を前納することができる。この場合、

６ヶ月前納のときは月額利用料の５％、１ヶ年分前納のときは月額利用料に相

当する額を割引するものとする。 

３       利用料は、原則として当社が指定する金融機関の口座振替により支払うものと

する。ただし特別に当社が必要と認め訪問集金を行う場合は、請求額に５％の手

数料を加算するものとする。 

４     第１項の規定にかかわらず、当社の責めに帰すべき理由により、契約者が有料で

提供を受ける全てのサービスが、月の内継続して１０日以上にわたって提供さ

れなかった場合は、当該月分の利用料の支払いは要しないものとする。 

５     当社は、利用料を改定する場合はその月の１ヶ月前までに契約者に通知するも

のとする。この場合契約者はその改定日の属する月の翌月から改定後の利用料

を支払うものとする。ただし、第３項の規定によりすでに前納している場合は、

その期間における利用料の差額については、支払いを要しないものとする。 

６     利用料にはチャンネルガイドの購読料を含む。ただし、契約者がチャンネルガイ

ドの配布および購読を希望しない場合でも、購読料の払い戻しはしないものと

する。 

（使用料） 

第１８条 契約者は、別表に定めるＣＡＴＶ回線使用料、デジタル使用料、ＳＴＢ使用料を 

支払うものとする。 

２     使用料の支払方法等については前条第１項から第４項までの規定を準用する。 

 

 



（延滞金） 

第１９条 契約者は、当社が請求した金額を支払期日までに支払わなかった場合は、当該支 

払い期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、請求額に対し年１４．６％の 

割合で計算した額を、延滞金として請求額に加算して支払うものとする。 

 

（損害金の請求） 

第２０条 当社は、この約款の第７条第３項および第４項、第１４条第２項、第１５条第３ 

項に係る損害金について、「株式会社嶺南ケーブルネットワーク 損害金請求に 

関する規約」に基づき請求するものとする。 

 

（ＮＨＫとの受信契約および受信料） 

第２１条 日本放送協会（この項において「ＮＨＫ」という。）の行うテレビジョン放送の 

受信については、ＮＨＫとの放送受信契約の締結を必要とし、当該放送受信契約 

により支払う受信料については、この約款に基づく利用料に含まれないものと 

する。 

（ＷＯＷＯＷとの受信契約および受信料） 

第２２条 株式会社ＷＯＷＯＷ（この項において「ＷＯＷＯＷ」という。）の行うテレビジ 

ョン放送の受信については、ＷＯＷＯＷとの放送受信契約の締結を必要とし、当 

該放送受信契約により支払う受信料については、この約款に基づく利用料に含 

まれないものとする。 

 

第４章 利用上の禁止事項 

（遵守事項） 

第２３条 契約者は次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１）  当社が貸与するＳＴＢおよびＢ－ＣＡＳカード、Ｃ－ＣＡＳカードは本来の 

目的のみに使用し、分解、改造または譲渡しないこと。 

（２）  法令に反し当社の提供する役務内容をテープ、ＤＶＤ、ファイル等で複製し、第 

三者に提供したりＷＥＢ等にアップするなどして著作権を侵害しないこと。 

２     契約者が前項の規定に違反した場合は、その修復にかかる費用および損失費用 

を契約者が負担するものとする。 

（Ｂ－ＣＡＳカードの取り扱いについて） 

第２４条 Ｂ－ＣＡＳカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショ 

ナルアクセスシステムズの「ビーキャス（Ｂ－ＣＡＳ）カード使用許諾契約約款」 

に定めるところによる。 

 

 



（Ｃ－ＣＡＳカードの取り扱いについて） 

第２５条 Ｃ－ＣＡＳカードに関する取扱いについては当社の「シーキャス（Ｃ－ＣＡＳ） 

カード使用承諾契約約款」に定めるところによる。 

 

第５章 個人情報の取扱 

（契約者に係る個人情報の取扱い） 

第２６条 当社はサービス提供するために知り得た、契約者の氏名、電話番号、住所、請求 

書送付先等の情報を、次の各号の他には利用しないものとする。 

（１）  契約、工事施工、契約者管理、料金請求、料金収納等の業務。 

（２）  問合せ、苦情、顧客サポート、障害等の対応。 

（３）  当社の事業、サービス等に関する情報の提供・通知。 

（４）  加入促進を目的とした営業活動。 

（５）  アンケート調査の実施。 

（６）  チャンネルガイドの配布・発送。 

（７）  プレゼント・懸賞の賞品の発送。 

（８）  ポータルサイトコンテンツ利用者の管理。 

（９）  その他サービス向上のための業務。 

２     前項の利用目的のために必要な範囲で、個人情報を業務委託先に預託する場合    

がある。 

３       次の各号の場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとする。 

（１）  契約者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため、必 

要な範囲で金融機関に開示する場合。 

（２）  法令等により要求される場合。 

（３）  裁判所、検察庁、警察またはこれに準ずる公的な権限を有する機関から要求さ 

れ、法的に妥当と判断する場合。 

（４）  本人の同意がある場合。 

 

第６章 雑則 

（反社会的勢力の排除） 

第２７条 契約者は、次の各号のいずれか１つにも該当しないことを表明し、かつ将来にわ 

たっても該当しないことを表明し、保証するものとする。 

（１）  自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を

経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴ

ロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者（以下、総称として「暴力団

員等」という。）であること。 

（２）  暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 



（３）  暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

（４）  自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を 

もってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 

（５）  暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宣を供与するなどの関与をしてい 

ると認められる関係を有すること。 

（６）  自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に 

非難されるべき関係を有すること。 

２     契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかにも該当する行為を

行わないことを保証するものとする。 

（１）  暴力的な要求行為。 

（２）  法的な責任を超えた不当な要求行為。 

（３）  取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 

（４）  風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手 

     方の業務を妨害する行為。 

（５）  その他前各号に準ずる行為。 

３     契約者が第２項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らかの手続きを要し

ないで直ちに契約を解除することができるものとする。 

４       当社は、第３項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が

生じても、その賠償責任を負わないものとする。 

（関連法令の遵守） 

第２８条 当社は、この本約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内

で、適切な措置を講ずるものとします。 

（協議等） 

第２９条 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は約款の主旨に従 

い、誠意を持って協議の上解決するものとする。 

 

（合意管轄） 

第３０条 契約者と当社との間で本約款に関連して紛争が生じた場合、福井地方裁判所敦

賀支部を管轄裁判所と定めます。 

 

附 則 

１ ＲＣＮは、特に必要と認める場合には、この約款に特約を付することができる。 

２ この約款は、平成２３年１２月１日から施行する。 

 

附 則 （平成２６年１月２２日改正） 

１ この約款は、平成２６年４月１日から施行する。 

 



附 則 （平成２６年８月２９日改正） 

１ この約款は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

 

附 則 （平成２８年４月２０日改正） 

１ この約款は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

附 則 （平成２８年9月１５日改正） 

１ この約款は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 （平成２９年１月２５日改正） 

１ この約款は、平成２９年３月１日から施行する。 

 

附 則 （平成３０年５月２８日改正） 

１ この約款は、平成３０年６月１日から施行する。 

   

附 則 （平成３１年１月１０日改正） 

１ この約款は、平成３１年２月１日から施行する。 

 

附 則 （平成３１年４月１０日改正） 

１ この約款は、令和元年５月１日から施行する。 

 

附 則 （令和２年１０月２０日改正） 

１ この約款は、令和２年１１月４日から施行する。 

 

附 則 （令和３年３月２０日改正） 

１ この約款は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 （令和４年１０月１８日改正） 

  １ この約款は、令和４年１１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表  ＊表に記載の金額は消費税を含む（以下同じ）   

 

（１）加入金および引込宅内工事費     

 

 

 

 

（２）使用料 

CATV回線使用料 月額    ７７０円 各契約の１台目利用料に含む 

デジタル使用料 

ベーシック 

スーパー 
月額   ６６０円 一般世帯契約の１台目利用料に含む。 

ただし、申込住所の住民票提出が無い 

場合は課金する。 ライト 月額    ３３０円 

 

ＳＴＢ使用料 

 

標準機４Ｋ 月額   ５５０円 

ＳＴＢレンタルプランの利用料に含む 

録画機４Ｋ 月額 １，９８０円 

 

（３）利用料等 

●一般世帯  

 

備考 1 申込住所の住民票の提出が無い場合は、１台目料金にデジタル使用料を付加する。 

備考 2 デジタルスーパーとデジタルベーシックの差額９９０円は、契約解除時の日割精算

は行わない。 

備考 3 ６台目以降の契約には、追加利用料５5０円を付加する。 

備考 4 （※）（※1）～（※6）の使用料および利用料等は月額払いとする。 

加  入  金 ３３,０００円 

引込宅内工事費 実  費 

  １台目 ２台目以降 

デジタルライト レンタル標準機４Ｋ （※１） 月額 １，９８０円 月額    ８８０円 

デジタルライト レンタル録画機４Ｋ（※２） 月額 ３，４１０円 月額 ２，３１０円 

デジタルベーシック 月額 ２，５３０円 月額    ６６０円 

デジタルベーシック レンタル標準機４Ｋ（※３） 月額 ３，０８０円 月額 １，２１０円 

デジタルベーシック レンタル録画機４Ｋ（※４） 月額 ４，５１０円 月額 ２，６４０円 

デジタルスーパー 月額 ３，５２０円 月額 １，６５０円 

デジタルスーパー レンタル標準機４Ｋ （※５） 月額 ４，０７０円 月額 ２，２００円 

デジタルスーパー レンタル録画機４Ｋ（※６） 月額 ５，５００円 月額 ３，６３０円 



●法人等 

 

備考 1 （※１）、（※２）の使用料および利用料等は月額払いとする。 

 

（４）手数料、その他工事費等 

デジタル契約変更料 １，１００円 ベーシック、スーパーからライトへの変更に適用 

サービス再開手数料 １，１００円 
支払遅延による停止からのサービス再開時に適用 

契約者からの申告・停止最長期間終了時 

サービス停止手数料 １，１００円 契約者からの申告による停止時に適用 

標準設置工事費 ５，５００円 ＳＴＢの標準設置工事費 

追加設置工事費 実  費 
上記標準工事以外に必要な、配線分配、延長、増幅 

などの経費 

施設移転工事費 実  費  

その他工事費 実  費  

点検・補修費 実  費  

 

 

 

 １台目 ２台目以降 

デジタルライト レンタル標準機 4K（※1） 月額 ２，３１０円 月額 １，４３０円 

デジタルライト レンタル録画機４Ｋ（※2） 月額 ３，７４０円 月額 ２，８６０円 


